令和7年度穴水町職員採用候補者試験
（保健師・土木技術・公務員経験者）実施要領

穴水町では、「穴水町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる、町民が安心して働き、希望に応じた結婚、出産、子育てができる、活力あふれる地域社会の実現に向けた意欲のある職員を募集します。
１　区分、採用予定人員及び受験資格等

	試験区分
	採用予定

人　　員
	年齢要件
	資格要件

	Ａ（保健師）
	若干名
	昭和61年4月2日以降
に生まれた者
	保健師資格を有する者又は令和8年3月31日までに国家試験に合格見込みの者

	Ｂ（土木技術職）
	
	昭和56年4月2日以降
に生まれた者
	①又は②の要件を満たす者
①大学、短大、高校の土木、建築の専門課程を卒業した者又は令和8年3月31日までに大学、短大、高校の土木・建築の専門課程を卒業する見込みの者
②高卒以上の学歴を有する者のうち、民間企業等において土木工事・建築工事の設計、施工管理等に携わった職務経験年数（注1）が3年以上ある者

	Ｃ（行政・土木職）
	
	
	①②のすべての要件を満たす者

①国や地方公共団体で5年以上実務経験がある者（注2）
②採用予定日が国や地方公共団体を退職した日の翌日から起算して10年以内である者


（注1）「職務経験年数」について

・週の正規勤務時間が30時間以上の職務経験に限ります。

・６か月以上継続して就業した期間が該当します。

・職務経験が複数の事業所等にわたっている場合には、それらの期間を通算することができます。

・最終合格決定後、職務経験年数確認のため職歴証明書を提出していただきます。

（注2）「実務経験年数」について
実務経験は、休職、停職及び育児休業その他の休業期間を除くほか、次の職員（国においては非常勤職員）として勤務した経歴を除く。

・地方公務員法第3条第3項の規定による特別職の職員
・地方公務員法第22条の2の規程による会計年度任用職員
・地方公務員法第22条の3第1項の規定による臨時的任用職員
・地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による任期付職員及び臨時的任用職員
・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条各項の規定による任期付職員

◎次のいずれかに該当する者は受験できません。
ア　日本の国籍を有しない者
イ　地方公務員法第16条に規定する次の欠格条項に該当する者
（ア）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
（イ）穴水町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者
（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
ウ　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

２　試験日、会場及び合格発表

	試験日
	会場
	合格発表

	別途通知する。
	別途通知する。
	試験実施後に通知する。


３　試験の方法

　　書類選考及び作文試験、面接試験を行います

４　申込方法

(1)申込書の請求

受験申込書は、穴水町役場総務課において交付します。
(2)申込書類の提出

下記必要書類等を揃え、封筒の表に「令和７年度受験申込書類」と朱書きの上、穴水町役場総務課まで簡易書留等の配達記録の残る方法で郵便もしくは信書便により送付又は持参してください。

※普通郵便等で送付した場合の事故については責任を負いませんのでご了承ください。

①申込書
②履歴書
③最終学校卒業証明書及び最終学校成績証明書（※開封したものは無効となります）
④資格取得を証明するものの写し
５　受付期間
令和７年１２月１日（月）から令和８年１月３０日（金）まで

※窓口受付は、平日の午前９時から午後５時まで行います。
（土曜日、日曜日及び祝祭日は受付を行いませんのでご注意ください。）

６　給与等の待遇
(1)初 任 給
	試験職種
	初　任　給　の　額

	事務職
	188,000円
	201,000円
	220,000円

	
	（高校卒）
	（短大卒）
	（大学卒）


※この額は、令和７年４月１日現在における新規卒業者のものです。学校卒業後、職務経験など一定の経歴がある場合は、所定の金額が加算されます。
(2)昇　　給　　勤務成績の良好な人は、原則として１年に１回昇給します。

(3)諸 手 当　　期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。

(4)勤務時間　　原則として、午前８時３０分から午後５時１５分までとなります。

(5)休　　日　　原則として、土曜日、日曜日、祝日法による休日及び年末年始が休みとなります。

(6)休　　暇　　年次有給休暇（年間２０日、採用１年目は１５日）のほか、夏季、結婚、出産等の特別休暇があります。

(7)福利厚生　　健康の維持・増進のための各種健康診断、各種の給付・貸付事業などを行う共済制度及び互助会制度があります。
７ 合格者の採用時期

   令和８年４月１日採用予定

８　問い合わせ先

穴水町役場 総務課職員係  ℡（０７６８）５２－３６００

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの１７４番地
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